
認定制度の概要

環境にやさしい農林水産業の取組を後押しする

を受けてみませんか？

※食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立を目指す
｢みどりの食料システム戦略｣の実現に向けた法制度です。

環境負荷の低減に取り組む５年間の事業計画を知事が認定する制度です。

●｢環境負荷の低減｣の取組例

・土づくり、化学肥料・化学農薬の使用低減 ・燃油使用低減、温室効果ガスの排出削減
・バイオ炭の農地施用 ・農業用プラスチックの排出削減 など

●申請窓口

・農林水産事務所で分野別に申請を受け付けています。

【 農 業 】農業普及振興室 （農業には畜産関係を含みます。）
【 林 業 】林業振興課
【 漁 業 】水産事務所水産普及課

認定のメリット

●設備投資の際の所得税・法人税が優遇されます。

・認定を受けた計画に従って化学肥料・化学農薬の使用低減に必要となる設備を導入
した場合、特別償却が可能です（機械装置32％、建物16％）。

（対象機械）水田除草機、堆肥散布機など

●様々な国庫補助金の採択で優遇されます。

・計画認定を受けると、国庫補助金の採択審査のポイントが加算されます。

みどりの食料システム戦略推進交付金、強い農業づくり総合支援交付金、
畜産経営体生産性向上対策、農地利用効率化等支援交付金 など

●日本政策金融公庫の農業改良資金等の貸付けを受けられます。

税制特例の対象機械やポイント
加算の補助事業など制度の情報
については、農林水産省ホーム
ページを参照ください。

農林水産省ＨＰ

｢みどりの食料システム法※｣に基づく認定制度が青森県でスタートしました。

☞まずは、御相談ください。

裏面に記載の問合せ先まで



東青地域
●東青農林水産事務所（農業普及振興室・林業振興課）
〒030-0861 青森市長島２丁目10-3 青森フコク生命ビル６階
［TEL］017－734－9960 ［mail］hi-nosui@pref.aomori.lg.jp
●東青農林水産事務所青森水産事務所（水産普及課）
〒030-0901 青森市港町２丁目22-4
［TEL］017－765－2521 ［mail］ao-suikai@pref.aomori.lg.jp

中南地域
●中南農林水産事務所（農業普及振興室・林業振興課）
〒036－8345 弘前市大字蔵主町４ 弘前合同庁舎３階
［TEL］0172－32－7223 ［mail］ch-nosui@pref.aomori.lg.jp

三八地域
●三八農林水産事務所（農業普及振興室・林業振興課）

〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田７ 八戸合同庁舎２階
［TEL］0178－27－4024 ［mail］sa-nosui@pref.aomori.lg.jp
●三八農林水産事務所八戸水産事務所（水産普及課）
〒039-1161 八戸市大字河原木字北沼1-131 みなと分庁舎３階
［TEL］0178－21－1185 ［mail］ha-suisan@pref.aomori.lg.jp

西北地域
●西北農林水産事務所（農業普及振興室）

〒037-0046 五所川原市栄町10 五所川原合同庁舎２階
［TEL］0173－35－5727 ［mail］ni-nosui@pref.aomori.lg.jp

●西北農林水産事務所（林業振興課）
〒038-2761 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸384-37

［TEL］0173－72－6613 ［mail］ni-nosui@pref.aomori.lg.jp
●西北農林水産鰺ヶ沢水産事務所（水産普及課）

〒038-2761 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸384-37
［TEL］0173－72－4300 ［mail］aj-suikai@pref.aomori.lg.jp

上北地域
●上北農林水産事務所（農業普及振興室・林業振興課）

〒034-0093 十和田市西十二番町20-12 十和田合同庁舎２階
［TEL］0176－23－5388 ［mail］ka-nosui@pref.aomori.lg.jp

下北地域
●下北農林水産事務所（農業普及振興室・林業振興課）

〒035-0073 むつ市中央１丁目1-8 むつ合同庁舎新館３階
［TEL］0175－22－3211 ［mail］sh-nosui@pref.aomori.lg.jp
●下北農林水産事務所むつ水産事務所（水産普及課）

〒035-0073 むつ市中央１丁目1-8 むつ合同庁舎新館２階
［TEL］0175－22－9732 ［mail］mu-sauisan@pref.aomori.lg.jp

みどり認定の申請窓口 及び 問合せ先

令和７年４月
青森県農林水産部


